
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨年度協議会の経過報告 

琵琶湖湖南流域  

第５回 

水害に強い地域づくり協議会 

（２００６/１０/２４）

資料－１



1.  本協議会の設立趣旨および目的 
1.1  本協議会について 

「琵琶湖湖南流域 水害に強い地域づくり協議会」は、大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市を

対象として、専門的な学識経験等に基づく助言をいただきながら、琵琶湖沿岸及び野洲川の洪水被害の

回避・軽減を目指し、流域の住民自らが被害を回避・軽減できるような各種の流域対策について、直轄

河川の管理者であり瀬田川洗堰の操作により琵琶湖の水位管理を行っている琵琶湖河川事務所と、琵琶

湖を管理する滋賀県が共同で協議会を設立した。（平成１６年８月３日）。 

 
1.2  設立趣旨 

 

琵琶湖の治水に関する歴史は古く、最古のものは奈良時代までさかのぼることができ、現在に至る

まで多くの改修工事が展開され、瀬田川の疎通能力は向上した。昭和 47年からは、これまでの治水・

利水の上下流対立を解消すべく、琵琶湖総合開発事業が実施され、効果を発揮している。 

その課程において、瀬田川に洗堰が設置され、琵琶湖の水位は人為的に管理されることとなったも

のの、依然として大きな雨が降ると琵琶湖の水位は必然的に上昇してしまう。洪水被害、特に琵琶湖

沿岸の浸水被害については、今後たとえ既定計画に基づき瀬田川改修や天ヶ瀬ダム再開発などのハー

ド対策を行っても解消することは出来ず、浸水が想定される区域における新たな土地利用も見受けら

れ、今後も進むことが予想される。 

 さらに、新潟・福島豪雨や福井豪雨においては、自治体の情報の伝達や、高齢者の避難における課

題が浮き彫りになった。 

また、「淀川水系河川整備計画基礎案」では、浸水被害の回避・軽減を目標として、「水害に強い地

域づくり協議会（仮称）」を設置することとしている。この協議会においては、流域の住民自らが洪

水被害を回避できるようなシステムづくり（自分で守る）や、水防活動や避難行動を支援するための

整備を検討する（みんなで守る）こととしているが、さらに、地域整備の視点から土地利用の規制・

誘導等を含めた被害を軽減するための方策（地域で守る）を検討することとしている。 

そこで、琵琶湖沿岸のうち、日野川左岸（中主町）～野洲川～草津川～大津市の琵琶湖沿岸および

直轄河川沿川をモデル検討地区として、治水整備の状況等を踏まえ、各種の流域対策について、関係

自治体と連携して検討するために、直轄河川の管理者であり瀬田川洗堰の操作により琵琶湖の水位管

理を行っている琵琶湖河川事務所と、琵琶湖を管理する滋賀県が共同で協議会を設立するものである。 

 

（以上、「琵琶湖湖南流域 水害に強い地域づくり協議会 設立趣旨書」より抜粋） 

 

 
1.3  協議会の規約および協議会の委員構成 

次頁に琵琶湖湖南流域水害に強い地域づくり協議会の規約および昨年度の委員構成を示す。 
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2.  昨年度協議会の全般的な流れ 
2.1  概要 

平成１６年度に引き続き、「水害に強い地域づくり」を目指して、学識経験者、関係自治体からなる

協議会を開催し、議論を行った。協議会では関係市、滋賀県の担当部局からなる担当者会議を設置し、

実際の担当者レベルにおいて水害への対応に関する現状と課題を抽出し、実施可能な施策の検討を行っ

た。また、平成１６年度協議会で了承された「早急に実施すべき施策」のうちの一つである「浸水危険

度マップの作成」においては、モデル市（草津市）を選定し、国・県・モデル市からなるワーキンググ

ループを設置し、浸水危険度マップの作成に向けての検討を行った。情報取得に関しても、現状のとり

まとめや今後の目指すべき方向性について検討を行った。 

協議会、担当者会議ならびにワーキンググループは、それぞれ２回、６回、４回とあわせて１２回実

施し、それぞれの検討に必要となる資料等の作成を行った。図２.１にその流れを示す。 
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2.2  今後の協議会の検討課題 
 今後の協議会の検討課題については、平成 18 年 3 月に開催された第４回協議会にて、表 2.2

のように了承されている。今後の本協議会においても、「自分で守る」、「みんなで守る」、

「地域で守る」の３つが検討の基本的な柱となるため、この３つの柱に沿って、第４回協議会

で承認された今後の検討事項を整理すると以下のとおりである。 

 

 「自分で守る」 

・避難勧告技術基準（避難の目安となる指標）の検討 

・情報取得の見直し 

・情報伝達の見直し 

・情報内容の見直し 

・浸水危険度マップ（平常時）の作成支援 

 「みんなで守る」…特に、発災時の円滑な避難の実現を目指して 

・自主防災組織の活性化検討 

 「地域で守る」…土地利用のあり方の見直しからの被災ポテンシャルの軽減を目指して 

・浸水危険度マップ（平常時版）の作成 

・都市計画マスタープランへの反映 

・初動体制の見直し 

・中小河川の浸水対策 

・ため池の防災対策 
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 2
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モデル市  
 モデル市以外 

目

標 

平常時の行政活動を通じた浸水被害の軽減 

【日常の行政】 

 

緊急時（発災時）の行政活動を通じた浸水被害の軽減 

【非常時の避難】 

 
検

討

方

針 

 
○ 浸水危険度マップの作成（高頻度・中頻度）を通じた高頻度浸水への対応の検討 
 

○ 洪水ハザードマップ（モデル市は浸水危険度マップ（低頻度））の作成を通じた低頻度 
（大規模）浸水への対応の検討 

検

討

内

容 

  

検

討

体

制 
 

ＷＧで国・県・モデル市が検討 担当者会議で事務局から検討のためのツールを提供し、各市はそのツールを用いて検討する。

 
(*)については、琵琶湖、野洲川、日野川の浸水想定区域図を基にした検討が可能。またモデ

ル市においては浸水危険度マップを用いて、より具体的な検討を行う。 
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